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X 0154：2025 (ISO/IEC/IEEE 26531：2023) 

（3） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 0154:2018 は改正さ

れ，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 X 0154：2025 
 (ISO/IEC/IEEE 26531：2023) 

システム及びソフトウェア技術－ 

製品ライフサイクル及びサービスマネジメントの 

利用者用情報のためのコンテンツ管理 

Systems and software engineering-Content management for product life 

cycle and service management information for users 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 2 版として発行された ISO/IEC/IEEE 26531 を基に，技術的内容及び構成を変

更することなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，コンテンツ管理システムの取得における JIS X 0170 及び JIS X 0160 の利用者を支援し，か

つ，製品のライフサイクル，利用者，及びサービスマネジメントの情報で使われるコンテンツを管理する

ためのコンテンツ管理システムの利用を支援するために開発された。コンテンツ管理のための要求事項の

正確な記述は，組織が利用者のニーズに合致し，かつ，効率的に制作される情報の作成を助ける。 

この規格は，利用者用情報のコンテンツを管理するために使ってもよいソフトウェアツールとは独立で

あり，印刷した利用者用情報及びオンスクリーン利用者用情報の両方に適用する。 

組織が，コンテンツオブジェクトの格納及び取出しの制御，コンテンツの改訂の追跡，コンテンツの監

査証跡の維持，異なる形式の報告の作成並びに協働環境の有効化を行うことを，コンテンツ管理は許して

いる。構成要素のコンテンツ管理は，納品物におけるコンテンツオブジェクトの再利用を助け，かつ，多

数の様式で納入することを支援する。 

コンテンツ管理機能を利用することによって，企業におけるコンテンツ作成の協働作業を促進する可能

性がある。テクニカルライター1)，教育設計者，支援要員，及びその他の要員は，ひとたび創られればそれ

を再利用し，かつ，多くのニーズを満たすコンテンツの本体を，協力して作成することが可能である。 

注 1) 技術的な文書の執筆者。テクニカルオーサー，テクニカルコミュニケーターともいう。 

利用者用情報はしばしば，システム又はソフトウェアが実装された後に作成される別のものとみなされ

ている。しかしながら，高品質な利用者用情報のためには，それらの作成をシステム又はソフトウェア開

発のライフサイクルの統合された一部とみなすことが望ましい。実際に，高品質な利用者用情報又は情報

管理サービスは，そのための計画が正当な理由になるほど重要である。 

この規格は，情報管理プロセスの詳細として JIS X 0170 及び JIS X 0160 と整合している。 

この規格は，マネジメントシステムの規格ではない。 


